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「移転価格事務運営要領」（事務運営指針）新旧対照表 

（注）アンダーラインを付した部分は、新設又は改正部分である。 

改  正  案 改  正  前 

第１章 定義及び基本方針 第１章 定義及び基本方針 

(定義) 

１－１ この事務運営指針において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定め

るところによる。 

(1)～(35) （省 略） 

(36) 無形資産 措置法第 66 条の４第７項第２号に規定する無形資産をい

う。 

(37)～(45) （省 略） 

(定義) 

１－１ この事務運営指針において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定め

るところによる。 

(1)～(35) （同 左） 

(36) 無形資産 措置法第 66 条の４第７項第２号に規定する無形資産のうち

重要な価値のあるものをいう。 

(37)～(45) （同 左） 

第３章 調査 第３章 調査 

(調査の方針) 

３－１ 調査に当たっては、措置法通達 66 の４(3)－３（比較対象取引の選定に当

たって検討すべき諸要素等）に掲げる諸要素等に基づいて国外関連取引の内

容等を的確に把握し、形式的な検討に陥ることなく個々の取引実態に即した

検討を行って移転価格税制上の問題の有無を的確に判断する。この場合にお

いては、当該国外関連取引を行った法人が当該国外関連取引を行うこと以外

に選ぶことのできる合理的な他の選択肢の条件と比べて当該国外関連取引の

条件が当該法人の事業目的に照らして明らかに不利な条件になっていないか

配意するとともに、例えば次の事項に配意して当該国外関連取引を検討す

る。 

(1) 法人の国外関連取引に係る売上総利益率又は営業利益率等（以下「利益率

等」という。）が、同様の市場における非関連者間取引のうち、規模、取引

段階その他の内容が類似する取引に係る利益率等に比べて過少となっていな

いか。 

(2) 法人の国外関連取引に係る利益率等が、当該国外関連取引に係る事業と同

(調査の方針) 

３－１ 調査に当たっては、移転価格税制上の問題の有無を的確に判断するため

に、例えば次の事項に配意して国外関連取引を検討することとする。この場

合においては、形式的な検討に陥ることなく個々の取引実態に即した検討を

行うことに配意する。 

 

 

 

 

 

(1) （同 左） 

 

 

 

(2) （同 左） 
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改  正  案 改  正  前 

種で、規模、取引段階その他の内容が類似する事業を営む非関連者である他

の法人の当該事業に係る利益率等に比べて過少となっていないか。  

(3) 法人及び国外関連者が国外関連取引において果たす機能又は負担するリス

ク等を勘案した結果、当該法人の当該国外関連取引に係る利益が、当該国外

関連者の当該国外関連取引に係る利益に比べて相対的に過少となっていない

か。 

 

 

(3) （同 左） 

(金融取引) 

３－７ 法人と国外関連者との間で行われた金銭の貸借取引その他の金融取引（以

下「金融取引」という。）について調査を行う場合には、次に掲げる事項に留

意し、措置法通達66の４(3)－３に掲げる諸要素等に基づいて、当該金融取引

の通貨、時期、期間その他の当該金融取引の内容等を的確に把握し、移転価

格税制上の問題の有無を検討する。 

(1) 法人と国外関連者との間で行われた金銭の貸借取引について調査を行う場

合には、措置法通達 66 の４（8）－５（金銭の貸付け又は借入れの取扱い）

の諸要因に配意すること。 

(注)１ 基本通達９－４－２（子会社等を再建する場合の無利息貸付け等）

の適用がある金銭の貸付けについては、移転価格税制の適用上も適正

な取引として取り扱う。 

２ 国外関連取引において返済期日が明らかでない場合には、当該金銭

貸借の目的等に照らし、金銭貸借の期間を合理的に算定する。 

(2) 法人と国外関連者との間で行われた債務保証等（一方の者による他方の者

の債務の保証その他これに類する行為をいう。以下同じ。）について調査を

行う場合には、当該債務保証等の対象である債務の性質及び範囲並びに当該

債務保証等が当該法人又は当該国外関連者に与える影響に配意すること。 

(注) 債務保証等が法人又は国外関連者に与える影響について検討する場合

には、例えば、債務保証等を行った一方の者が、当該債務保証等の対象

(金銭の貸借取引) 

３－７  

 

 

 

 

金銭の貸借取引について調査を行う場合には、次の点に留意する。 

 

 

(1) 基本通達９－４－２（子会社等を再建する場合の無利息貸付け等）の適用

がある金銭の貸付けについては、移転価格税制の適用上も適正な取引として

取り扱う。  

(2) 国外関連取引において返済期日が明らかでない場合には、当該金銭貸借の

目的等に照らし、金銭貸借の期間を合理的に算定する。 

（新 設） 
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改  正  案 改  正  前 

である債務の主たる債務者である他方の者がその債務を履行しない場合

に当該他方の者に代わってその履行をする法的な責任を負っているかど

うか、当該債務保証等により当該他方の者の信用力が増しているかどう

かを検討する。 

(3) 金融取引に関連して、法人及び国外関連者が属する企業グループのキャッ

シュ・フロー、支払能力及び為替リスクの管理並びに資金の調達及び運用そ

の他の財務上の活動（これらの活動に付随して行われる利害関係者間の調

整、代理その他の活動を含む。）を当該法人又は当該国外関連者が行ってい

る場合の当該活動の取扱いについて検討を行うに当たっては、３－10 及び３

－11 の取扱いも踏まえて行うこと。 

(注) 当該活動を通じて移転される当該法人及び当該国外関連者の資金残高

を含む当該活動に係る全体の状況に配意し、当該活動を通じて当該法人

及び当該国外関連者が意図的に協調することにより生ずる当該企業グ

ループ内の相互作用により当該法人及び当該国外関連者の支払うべき利

息の減少又は受け取るべき利息の増加その他の便益（以下「相互作用に

よる共通便益」という。）が生じているかどうかの検討も行うことに留

意する。 

 

 

 

 

（新 設） 

(金融取引に係る独立企業間価格の検討を行う場合の留意事項) 

３－８ 金融取引に係る独立企業間価格の検討を行う場合には、３－７による検討

を踏まえ、次に掲げる事項に留意し、４－１に基づき金融取引の対価の額が

最も適切な方法（措置法第 66 条の４第２項に規定する「最も適切な方法」を

いう。以下同じ。）により算定されているか検討する。 

 

(1) 金融取引に係る比較対象取引を現実に行われる取引の中から見いだすこと

が困難な場合で、金融市場における利率その他の現実に行われる取引に依拠

した客観的な指標（以下「市場金利等」という。）で当該金融取引と通貨、

(独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法による金銭の貸借取引の検討) 

３－８ 法人及び国外関連者が共に業として金銭の貸付け又は出資を行っていない

場合において、当該法人が当該国外関連者との間で行う金銭の貸付け又は借

入れについて調査を行うときは、必要に応じ、次に掲げる利率を独立企業間

の利率として用いる独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法の適用につい

て検討する。 

(1) 国外関連取引の借手が、非関連者である銀行等から当該国外関連取引と通

貨、貸借時期、貸借期間等が同様の状況の下で借り入れたとした場合に付さ

れるであろう利率 
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改  正  案 改  正  前 

時期、期間、信用力その他の比較可能性に影響を与える要素が同様の状況の

下にあるものにより当該金融取引に係る比較対象取引を想定することができ

るときは、当該市場金利等を用いて想定した取引を比較対象取引とすること

ができること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 取引の当事者に係る信用力の比較可能性を検討する場合には、当該当事者

の信用格付その他の信用状態の評価の結果を表す指標（以下「信用格付等」

という。）を用いることができること。 

(注)１ 例えば、金銭の貸借取引の借手が企業グループに属している事実の

みを理由として、当該借手に当該事実がなかったとした場合の信用格

付等と比較して高い信用格付等が与えられるときのように、取引の当

事者が企業グループに属している事実のみを理由とした付随的な便益

（以下「付随的便益」という。）が生じている場合があるが、当該付

随的便益自体に対価が発生するものではないことに留意する。 

２ 信用格付等を基に取引の当事者に係る信用力の比較可能性を判断す

る場合には、法人又は国外関連者が企業グループに属していないとし

た場合の単独の信用格付等を基に判断するのではなく、付随的便益を

加味した結果引き上げられた高い信用格付等を基に判断することに留

意する。 

(2) 国外関連取引の貸手が、非関連者である銀行等から当該国外関連取引と通

貨、貸借時期、貸借期間等が同様の状況の下で借り入れたとした場合に付さ

れるであろう利率 

(3) 国外関連取引に係る資金を、当該国外関連取引と通貨、取引時期、期間等

が同様の状況の下で国債等により運用するとした場合に得られるであろう利

率 

(注)１ (1)、(2)及び(3)に掲げる利率を用いる方法の順に、独立企業原則に即し

た結果が得られることに留意する。 

２ (2)に掲げる利率を用いる場合においては、国外関連取引の貸手におけ

る銀行等からの実際の借入れが、(2)の同様の状況の下での借入れに該当

するときは、当該国外関連取引とひも付き関係にあるかどうかを問わない

ことに留意する。 

（新 設） 
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改  正  案 改  正  前 

(3) 例えば、金銭の貸借取引に係るリスクを管理するための能力を有していな

い、又は意思決定の機能を果たしていない、単に資金の提供を行うだけの貸

手に対して借手が対価を支払う場合には、銀行間取引金利、金利スワップ

レート又は国債等により運用するとした場合に得られるであろう利率その他

スプレッド（一方の者が他方の者の信用リスクを引き受ける場合に得るべき

利益に相当する利率等（金利その他これに類する指標をいう。以下３－８に

おいて同じ。）をいい、当該一方の者が当該信用リスクを引き受ける場合の

管理費用その他の費用に相当する部分及び当該信用リスクに相当する部分を

含む。以下３－８において同じ。）が零の、又は概ね零に近い市場金利等

（以下「リスクフリー利率」という。）を用いて想定した取引を比較対象取

引とすることができること。 

(4) リスクフリー利率にスプレッドを加算した利率等を用いて想定した取引を

比較対象取引として用いることができること。 

(5) 非関連者である銀行等に照会して取得した見積り上の利率又はスプレッド

のように現実に行われる取引に依拠しない指標は、市場金利等には該当しな

いこと。 

(注) 法人が現実に行われる取引に依拠しない指標を用いて想定した取引を

比較対象取引として国外関連取引に係る対価の額を算定している場合で

あっても、そのことのみをもって当該国外関連取引について措置法第 66

条の４第１項の規定の適用がある場合に該当することにはならないこと

に留意する。 

(6) 法人と国外関連者との間で行われた債務保証等については、例えば、次に

掲げる事項を勘案して想定した取引を比較対象取引とすることができるこ

と。 

イ 債務保証等の対象である債務の主たる債務者が、当該債務保証等が行わ

れていないとした場合と当該債務保証等が行われた場合のそれぞれにおい

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 
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改  正  案 改  正  前 

て当該債務に係る債権者に対して支払うべき利息その他これに類する支払

いに係る利率等の差 

ロ 債務保証等の対象である債務の不履行が生ずる場合に当該債務保証等を

行った者が負担するべき損失の額（当該債務の不履行が生ずる確率を勘案

して算定される損失の額をいう。）の当該債務の額に対する割合 

ハ 一方の者が金銭を支払い、これに対してあらかじめ定めた第三者の信用

状態に係る事由（債務の不履行その他これに類する事由をいう。）が生じ

た場合に、他方の者が金銭を支払うことを約するデリバティブ取引に係る

スプレッドのうち当該債務保証等の対象となる債務に係る信用リスクと同

様の信用リスクに相当するもの 

(7) 金融取引に関連する財務上の活動について独立企業間価格の検討を行う場

合において、３－７(3)の検討により相互作用による共通便益が生じている

と認められるときは、当該相互作用による共通便益の額が独立企業原則に即

して当該法人及び当該国外関連者に適切に配分されているか検討する必要が

あること。 

(注) 相互作用による共通便益の額が独立企業原則に即して法人及び国外関

連者に適切に配分されているかどうかは、例えば、当該法人及び当該国

外関連者それぞれの当該相互作用による共通便益の発生に寄与した程度

を推測するに足りる要因に応じて配分されているかどうかにより検討す

ることができることに留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

(費用分担契約) 

３－15 費用分担契約とは、契約の当事者が、それぞれの行う事業において生ずる

収益の増加、費用の減少その他の便益を得ることを目的として、無形資産又

は有形資産の開発、生産又は取得及び役務の開発、提供又は受領を共同で行

うこと（以下「共同活動」という。）を約し、当該共同活動への貢献（当該共

同活動に係るリスクの引受け及び費用の負担を含む。以下同じ。）を分担して

(費用分担契約) 

３－15 費用分担契約とは、特定の無形資産を開発する等の共通の目的を有する契

約当事者（以下「参加者」という。）間で、その目的の達成のために必要な活

動（以下「研究開発等の活動」という。）に要する費用を、当該研究開発等の

活動から生ずる新たな成果によって各参加者において増加すると見込まれる

収益又は減少すると見込まれる費用（以下「予測便益」という。）の各参加者
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改  正  案 改  正  前 

行うことを定める契約をいう。 

(注)１ 例えば、新製品の製造技術の開発に当たり、契約の当事者のそれぞ

れが、当該製造技術の持分を取得するとともに当該持分に基づいて製

造する当該新製品の販売によって生ずる収益を得ることを目的とし

て、当該製造技術を共同で開発することを約し、開発計画の策定又は

進捗管理、開発業務の遂行、ノウハウ等の無形資産の提供その他の当

該共同開発への貢献を分担して行うことを定める契約は費用分担契約

に該当する。 

２ 個々の契約が費用分担契約に該当するか否かを判断するに当たって

は、当該個々の契約に係る契約書において「費用分担契約」の用語が

記載されているか否かを問わない。 

の予測便益の合計額に対する割合（以下「予測便益割合」という。）によって

分担することを取り決め、当該研究開発等の活動から生ずる新たな成果の持

分を各参加者のそれぞれの分担額に応じて取得することとする契約をいい、

例えば、新製品の製造技術の開発に当たり、法人及び国外関連者のそれぞれ

が当該製造技術を用いて製造する新製品の販売によって享受するであろう予

測便益を基礎として算定した予測便益割合を用いて、当該製造技術の開発に

要する費用を法人と国外関連者との間で分担することを取り決め、当該製造

技術の開発から生ずる新たな無形資産の持分をそれぞれの分担額に応じて取

得することとする契約がこれに該当する。 

(費用分担契約の取扱い) 

３－16  

(1) 費用分担契約の当事者である法人及び国外関連者（以下「参加者」とい

う。）が、当該費用分担契約に基づき共同活動を行う場合において、当該共

同活動により当該参加者それぞれの事業において生ずると予測される収益の

増加、費用の減少その他の便益（以下「予測便益」という。）に応じて、当

該共同活動への貢献を分担して行うことは国外関連取引に該当する。この場

合において、当該費用分担契約が次に掲げる事項の全てを満たすときは、当

該費用分担契約は独立企業原則に即したものとして取り扱い、当該国外関連

取引について措置法第66条の４第１項の規定の適用がないことに留意する。 

イ 当該参加者の予測便益の額の合計額のうちに占める当該参加者それぞれ

の予測便益の額の割合（以下「予測便益割合」という。）が適正に見積も

られていること。 

ロ 当該参加者それぞれの当該共同活動への貢献の価値の額（以下「貢献価

値額」という。）が、当該貢献が独立の事業者の間で通常の取引の条件に

(費用分担契約の取扱い) 

３－16  

法人が国外関連者との間で締結した費用分担契約に基づく費用の分担（費

用分担額の調整を含む。）及び持分の取得は、国外関連取引に該当し、当該

費用分担契約における当該法人の予測便益割合が、当該法人の適正な予測便

益割合（３－17 及び３－19 による検討に基づき算定される割合をいう。）に

比して過大であると認められるときは、当該法人が分担した費用の総額のう

ちその過大となった割合に対応する部分の金額は、独立企業間価格を超える

ものとして損金の額に算入されないことに留意する。 

(注) 法人が分担した費用については、法人税に関する法令の規定に基づい

て処理するのであるから、例えば、研究開発等の活動に要する費用のう

ちに措置法第 61 条の４第４項（交際費等の損金不算入）に規定する交

際費等がある場合には、適正な予測便益割合に基づき法人が分担した交

際費等の額は、措置法通達 61 の４(1)－23(1)（交際費等の支出の方

法）の定めに準じて取り扱うこととなり、当該分担した交際費等の額を
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改  正  案 改  正  前 

従って行われるとした場合に当該貢献につき支払われるべき対価の額とし

て最も適切な方法により算定される金額と一致していること。 

ハ 当該参加者の貢献価値額の合計額のうちに占める当該参加者それぞれの

貢献価値額の割合（以下「貢献価値割合」という。）が予測便益割合に一

致していること。 

(注)１ 貢献価値割合を予測便益割合と一致させるために参加者の間で支

払われる金額（以下「調整的支払額」という。）については、当該

調整的支払額を支払う者の貢献価値額を増加させ、当該調整的支払

額を受け取る者の貢献価値額を減少させるものとして取り扱うこと

に留意する。 

２ 調整的支払額の支払いがあった場合には、当該調整的支払額がイ

を満たす予測便益割合とロを満たす貢献価値額を基礎として適正に

算出されているか確認するとともに、３－21 も参照の上検討するこ

とに留意する。 

(2) 法人の貢献価値割合が当該法人の予測便益割合と比較して過大であると認

められる場合には、当該法人が費用分担契約に基づき国外関連者との間で

行った国外関連取引につき、措置法第66条の４第１項の規定の適用があるこ

とに留意する。 

(3) 貢献価値割合の算定は、(1)ロに基づき計算した貢献価値額を基礎として

算定するのであるが、参加者が費用分担契約に基づいて分担する共同活動へ

の貢献において負担する費用の額と当該参加者の貢献価値額が大きく異なら

ない場合には、当該費用の額を当該参加者の貢献価値額として取り扱うこと

として差し支えない。例えば、当該貢献が３－11(1)に該当する役務提供で

ある場合はこれに該当する。 

(注) 法人が分担した費用については、法人税に関する法令の規定に基づい

て処理するのであるから、例えば、費用分担契約に基づいて分担する共

基に同条第１項の規定に基づく損金不算入額の計算を行うこととなるこ

とに留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

（新 設） 
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改  正  案 改  正  前 

同活動への貢献において負担する費用のうちに措置法第 61 条の４第４

項（交際費等の損金不算入）に規定する交際費等がある場合には、適正

な予測便益割合に基づき法人が分担した交際費等の額は、措置法通達61

の４(1)－23(1)（交際費等の支出の方法）の定めに準じて取り扱うこと

となり、当該分担した交際費等の額を基に同条第１項の規定に基づく損

金不算入額の計算を行うこととなることに留意する。 

(費用分担契約に関する留意事項) 

３－17 費用分担契約に基づいて行われた国外関連取引について調査を行う場合に

は、措置法通達 66 の４(3)－３に掲げる諸要素等に基づいて当該国外関連取

引の内容等を的確に把握し、例えば次に掲げる点に留意の上、移転価格税制

上の問題の有無を検討する。 

(1) 費用分担契約に係る共同活動の範囲、参加者が分担する共同活動への

貢献その他の当該費用分担契約に係る契約書に定める内容と当該参加者

の実際に遂行した業務その他の当該費用分担契約に係る事実が一致して

いるか。 

(2) 全ての参加者が、例えば費用分担契約に基づいて行われた共同活動を

通じて開発された無形資産の持分から生ずる収益を享受することが合理的

に見込まれるなど、予測便益を有しているか。 

(注) 参加者のうち予測便益を有していない者が、当該費用分担契約にお

ける共同活動への貢献を分担している場合には、当該貢献に対して独

立企業原則に基づいた対価が支払われているか検討する必要があるこ

とに留意する。 

(3) 予測便益割合が次のイからハまで等に照らして、適正に算定されてい

るか。 

イ 予測便益を直接的に見積もることが困難である場合において、予測

便益の算定に当たり、参加者それぞれが享受する共同活動から生ずる

(費用分担契約に関する留意事項) 

３－17 法人が国外関連者との間で費用分担契約を締結している場合には、次のよ

うな点に留意の上、法人の費用分担額等の適否を検討する。 

 

 

イ 研究開発等の活動の範囲が明確に定められているか。また、その内

容が具体的かつ詳細に定められているか。 

 

 

ロ 研究開発等の活動から生ずる成果を自ら使用するなど、全ての参加

者が直接的に便益を享受することが見込まれているか。 

ハ 各参加者が分担すべき費用の額は、研究開発等の活動に要した費用

の合計額を、適正に見積もった予測便益割合に基づいて配分すること

により、決定されているか。 

 

 

 

 

ニ 予測便益を直接的に見積もることが困難である場合、予測便益の算

定に、各参加者が享受する研究開発等の活動から生ずる成果から得る
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改  正  案 改  正  前 

成果から得る便益の程度を推測するに足りる合理的な基準（売上高、

売上総利益、営業利益、製造又は販売の数量等）が用いられている

か。 

ロ 予測便益割合は、その算定の基礎となった基準の変動に応じて見直

されているか。 

ハ 予測便益割合と実現便益割合（共同活動から生じた成果によって参

加者において増加した収益又は減少した費用（以下「実現便益」とい

う。）の額の合計額のうちに占める参加者それぞれの実現便益の額の

割合をいう。）とが著しく乖離している場合に、参加者それぞれの予

測便益の見積りが適正であったかどうかについての検討が行われてい

るか。 

(注) 共同活動から生じた成果が特定無形資産（措置法第 66 条の４

第８項に規定する特定無形資産をいう。以下同じ。）に該当する

ときは、同項の規定を踏まえ検討する。 

(4) 貢献価値割合が次のイ及びロ等に照らして、適正に算定されている

か。 

イ 参加者それぞれの貢献価値額の算定において、役務の提供、研究開

発及び有形資産又は無形資産の提供等、当該参加者それぞれが費用分

担契約に係る共同活動への貢献として果たしたあらゆる機能等が適切

に特定されているか。 

ロ 参加者それぞれの貢献価値割合は、費用分担契約に基づく共同活動

に係る参加者それぞれの果たしたあらゆる機能等を総合的に勘案して

適正に算定された貢献価値額を基に算定されているか。 

(5) 参加者それぞれの貢献価値割合は、当該参加者それぞれの予測便益割

合と一致しているか。一致していない場合、調整的支払額が授受されて

いるか。 

便益の程度を推測するに足りる合理的な基準（売上高、売上総利益、

営業利益、製造又は販売の数量等）が用いられているか。 

 

ホ 予測便益割合は、その算定の基礎となった基準の変動に応じて見直

されているか。 

へ 予測便益割合と実現便益割合（研究開発等の活動から生じた成果に

よって各参加者において増加した収益又は減少した費用（以下「実現

便益」という。）の各参加者の実現便益の合計額に対する割合をい

う。）とが著しく乖離している場合に、各参加者の予測便益の見積り

が適正であったかどうかについての検討が行われているか。 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 
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改  正  案 改  正  前 

ただし、一致していない要因が経済状況の変化等特別な理由に基づく

ものである場合には、検討した事業年度の前後の事業年度を含めるなど

合理的期間を基に調整的支払額が授受されるべきか検討することが適切

である場合があることに留意すること。 

(6) 費用分担契約について参加者の新規加入若しくは脱退があった場合又

は費用分担契約の終了があった場合において、それまでの当該費用分担

契約による共同活動を通じて形成された無形資産等があるときは、その

加入若しくは脱退又は終了が生じた時点において当該無形資産等の価値

を評価し、その加入又は脱退にあっては、これらにより生じた当該無形

資産等に対する持分の変更に応じて、終了にあっては、その終了の時に

おけるそれぞれの持分に応じて、適正な対価の授受が行われているか。 

 

 

 

 

ト 新規加入又は脱退があった場合、それまでの研究開発等の活動を通

じて形成された無形資産等がある場合には、その加入又は脱退が生じ

た時点でその無形資産等の価値を評価し、その無形資産等に対する持

分の適正な対価の授受が行われているか。 

(費用分担契約における既存の無形資産の使用) 

３－18 参加者が、費用分担契約における共同活動において当該参加者の保有する

既存の無形資産（当該費用分担契約を通じて取得・開発された無形資産以外

の無形資産をいう。以下同じ。）を使用している場合には、当該既存の無形資

産を保有する参加者において、当該既存の無形資産の当該共同活動における

使用による貢献を考慮して当該参加者の貢献価値額の計算が行われている

か、又は当該貢献価値額に等しい当該既存の無形資産に係る独立企業間の使

用料に相当する金額が収受されているかどうかを検討する必要があることに

留意する。 

(注) 法人が費用分担契約に基づいて行われる共同活動において自ら開発行

為等を行っている場合や国外関連者の実現便益がその予測便益を著しく

上回っているような場合には、当該法人の保有する既存の無形資産が当

該共同活動に使用されているかどうかを検討し、その使用があると認め

られた場合においては、本文の検討を行うとともに、当該既存の無形資

産が特定無形資産に該当するときは措置法第 66 条の４第８項の規定の適

(費用分担契約における既存の無形資産の使用) 

３－18 参加者の保有する既存の無形資産（当該費用分担契約を通じて取得・開発

された無形資産以外の無形資産をいう。以下同じ。）が費用分担契約における

研究開発等の活動で使用されている場合には、その無形資産が他の参加者に

譲渡されたと認められる場合を除き、当該無形資産を保有する参加者におい

て、その無形資産に係る独立企業間の使用料に相当する金額が収受されてい

るか、あるいはこれを分担したものとして費用分担額の計算が行われている

かについて検討する必要があることに留意する。 

 

(注) 法人が研究開発等の活動において自ら開発行為等を行っている場合や

国外関連者である参加者の実現便益がその予測便益を著しく上回ってい

るような場合には、法人の保有する既存の無形資産が当該研究開発等の

活動に使用されているかどうかを検討し、その使用があると認められた

場合においては、本文の検討を行うことに留意する。 
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改  正  案 改  正  前 

用を検討することに留意する。 

(費用分担契約に係る検討を行う書類) 

３－19 調査においては、３－４に掲げる書類から国外関連取引の実態を的確に把

握するのであるが、費用分担契約に基づいて行われた国外関連取引について

調査を行う場合には、当該費用分担契約に係る契約書（当該費用分担契約に

基づいて行われた共同活動の範囲・内容を記載した附属書類を含む。）のほ

か、主として次に掲げる書類（帳簿その他の資料を含む。）の作成又は提示を

求め、移転価格税制上の問題の有無を検討する。 

(1) 費用分担契約の締結に当たって作成された書類 

イ 参加者の名称、所在地、資本関係及び事業内容等を記載した書類 

ロ 参加者が契約締結に至るまでの交渉・協議の経緯を記載した書類 

ハ 共同活動を行う期間を記載した書類 

ニ 共同活動の範囲、内容及び進捗管理方法を記載した書類 

ホ 参加者それぞれの共同活動への貢献の形態及び貢献価値額の算定方

法並びに貢献価値割合の算定に関する細目を記載した書類（貢献価値

割合として当該共同活動に要する費用の割合を用いることができる場

合には、当該費用の割合の算定に関する細目及び当該費用の割合を用

いることとした理由を記載した書類） 

へ 共同活動において使用される無形資産又は有形資産の形成等に関す

る参加者それぞれの役割及び管理方法を記載した書類 

ト 予測便益割合の算定方法及びそれを用いることとした理由を記載し

た書類 

チ 共同活動から生ずる成果物の用途を記載した書類 

リ 予測便益割合と実現便益割合とが乖離した場合における貢献価値額

の調整に関する細目を記載した書類 

 

(費用分担契約に係る検討を行う書類) 

３－19 調査においては、３－４に掲げる書類から国外関連取引の実態を的確に把

握するのであるが、費用分担契約に係る調査を行うに当たっては、費用分担

契約書（研究開発等の活動の範囲・内容を記載した附属書類を含む。）のほ

か、主として次に掲げる書類（帳簿その他の資料を含む。）の提示を求

め、移転価格税制上の問題があるかどうかを検討する。 

 

(1) 費用分担契約の締結に当たって作成された書類 

イ 参加者の名称、所在地、資本関係及び事業内容等を記載した書類 

ロ 参加者が契約締結に至るまでの交渉・協議の経緯を記載した書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 予測便益割合の算定方法及びそれを用いることとした理由を記載し

た書類 

ニ 費用分担額及び予測便益の算定に用いる会計基準を記載した書類 

ホ 予測便益割合と実現便益割合とが乖離した場合における費用分担額

の調整に関する細目を記載した書類 

ヘ 新規加入又は脱退があった場合の無形資産等の価値の算定に関する
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改  正  案 改  正  前 

 

ヌ 契約条件の変更及び費用分担契約の改定又は終了に関する細目 

 

(2) 費用分担契約締結後の期間において作成された書類 

イ 参加者の貢献価値額の合計額及びその内訳並びに参加者それぞれの

貢献価値額及びその計算過程を記載した書類 

ロ 予測便益割合と実現便益割合とが乖離している場合における乖離の

細目を記載した書類 

ハ 参加者の新規加入若しくは脱退又は費用分担契約の終了があった場

合における参加者の異動状況の細目及び事情を記載した書類（当該参

加者の共同活動を通じてそれまでに形成された無形資産等があるとき

は、当該無形資産等の価値の算定に関する細目及び無形資産等に対す

る持分の細目を記載した書類を含む。） 

ニ 共同活動を通じて形成された無形資産等に対する参加者それぞれの

持分の異動状況（当該共同活動を通じて形成された無形資産等の価値

の算定方法を含む。）を記載した書類 

 

ホ 契約条件の変更及び費用分担契約の改定又は終了の結果を記載した

書類 

(3) その他の書類 

イ 既存の無形資産を共同活動に使用した場合における当該既存の無形

資産の内容及び使用料に相当する金額の算定に関する細目を記載した

書類 

ロ 共同活動に関係する者又は当該共同活動から生ずる成果を利用する

ことが予定されている者で、費用分担契約に参加しない者の名称、所

在地等を記載した書類 

細目を記載した書類 

ト 契約条件の変更並びに費用分担契約の改定又は終了に関する細目を

記載した書類 

(2) 費用分担契約締結後の期間において作成された書類 

イ 各参加者が研究開発等の活動のために要した費用の総額及びその内

訳並びに各参加者の費用分担額及びその計算過程を記載した書類 

ロ 研究開発等の活動に関する予測便益割合と実現便益割合との乖離の

程度を記載した書類 

 

 

 

 

 

ハ 研究開発等の活動を通じて形成された無形資産等に対する各参加者

の持分の異動状況（研究開発等の活動を通じて形成された無形資産等

の価値の算定方法を含む。）を記載した書類 

ニ 新規加入又は脱退があった場合の事情の詳細を記載した書類 

 

 

(3) その他の書類 

イ 既存の無形資産を研究開発等の活動に使用した場合における当該既

存の無形資産の内容及び使用料に相当する金額の算定に関する細目を

記載した書類 

ロ 研究開発等の活動から生ずる成果を利用することが予定されている

者で、費用分担契約に参加しない者の名称、所在地等を記載した書類 
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改  正  案 改  正  前 

(過大支払利子税制との関係) 

３－26 調査に当たり、移転価格税制とともに措置法第 66 条の５の２（対象純支払

利子等に係る課税の特例）の規定を適用する場合には、次に掲げることに留

意する。 

(1)～(3) （省 略） 

(4) 措置法施行令第 39条の 13の２第 29項（対象純支払利子等に係る課税の特

例）に規定する「調整損失金額」の算定において、国外関連取引が独立企業

間価格で行われたものとみなして計算した場合に算出される損失の金額を基

礎とすること。 

(過大支払利子税制との関係) 

３－26 調査に当たり、移転価格税制とともに措置法第 66 条の５の２（対象純支払

利子等に係る課税の特例）の規定を適用する場合には、次に掲げることに留

意する。 

(1)～(3) （同 左） 

(4) 措置法施行令第 39条の 13の２第 26項（対象純支払利子等に係る課税の特

例）に規定する「調整損失金額」の算定において、国外関連取引が独立企業

間価格で行われたものとみなして計算した場合に算出される損失の金額を基

礎とすること。 

第４章 独立企業間価格の算定等における留意点 第４章 独立企業間価格の算定等における留意点 

(最も適切な方法の選定に関する検討) 

４－１ 最も適切な方法の選定のための検討を行う場合には、措置法通達 66 の４

(3)－３に掲げる諸要素等に基づいて国外関連取引の内容等を的確に把握し、

措置法通達 66 の４(2)－１(1)から(4)までに掲げる点等を勘案して当該国外

関連取引に係る比較対象取引の有無等を検討することに留意する。 

(最も適切な方法の選定に関する検討) 

４－１ 最も適切な方法（措置法第 66 条の４第２項に規定する最も適切な方法をい

う。以下同じ。）の選定のための検討を行う場合には、措置法通達 66 の４(3)

－３（比較対象取引の選定に当たって検討すべき諸要素等）に掲げる諸要素

等に基づいて国外関連取引の内容等を的確に把握し、措置法通達 66 の４(2)

－１(1)から(4)までに掲げる点等を勘案して当該国外関連取引に係る比較対

象取引の有無等を検討することに留意する。 

(特定無形資産国外関連取引に係る価格調整措置を適用する場合の留意事項) 

４－15 措置法第 66 条の４第８項の規定の適用に当たっては、次の点に留意する。 

(1) 国外関連取引に係る無形資産が、例えば、当該国外関連取引が行われた時

において、次の特徴を有しているなど、当該国外関連取引が同項の規定の適

用対象となる可能性がある場合には、当該無形資産が特定無形資産に該当す

るかどうかを十分に検討する。 

 

イ～ニ （省 略） 

(特定無形資産国外関連取引に係る価格調整措置を適用する場合の留意事項) 

４－15 措置法第 66 条の４第８項の規定の適用に当たっては、次の点に留意する。 

(1) 国外関連取引に係る無形資産が、例えば、当該国外関連取引が行われた時

において、次の特徴を有しているなど、当該国外関連取引が同項の規定の適

用対象となる可能性がある場合には、当該無形資産が特定無形資産（同項に

規定する特定無形資産をいう。以下同じ。）に該当するかどうかを十分に検

討する。 

イ～ニ （同 左） 
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改  正  案 改  正  前 

(2)・(3) （省 略） (2)・(3) （同 左） 

（経過的取扱い・・・金融取引及び費用分担契約に係る改正通達の適用時期） 

令和●年●月●日付査調 12－●ほか３課共同「「移転価格事務運営要領」の一

部改正について」（事務運営指針）によるこの事務運営指針の取扱いの改正及びこ

の改正に伴う別冊「移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」の変更部分

は、法人の令和４年７月１日以後に開始する事業年度分の法人税の調査又は事前

確認審査について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税の調査又

は事前確認審査については、なお従前の例による。 

 

別冊 移転価格税制の適用に当たっての参考事例集 別冊 移転価格税制の適用に当たっての参考事例集 

第一章 独立企業間価格の算定方法の選定に関する事例 

【事例４】（独立価格比準法に準ずる方法を用いる場合） 

≪ポイント≫ 

独立企業間価格の算定に当たり独立価格比準法に準ずる方法（又は独立価格

比準法に準ずる方法と同等の方法）が最も適切な方法と認められる事例（前提

条件１は棚卸資産の売買取引の場合、前提条件２は金銭の貸借取引の場合、前

提条件３は債務の保証の場合） 

≪前提条件１：棚卸資産の売買取引の場合≫ （省 略） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （省 略） 

≪解説≫ （省 略） 

第一章 独立企業間価格の算定方法の選定に関する事例 

【事例４】（独立価格比準法に準ずる方法を用いる場合） 

≪ポイント≫ 

独立企業間価格の算定に当たり独立価格比準法に準ずる方法（又は独立価格

比準法に準ずる方法と同等の方法）が最も適切な方法と認められる事例（前提

条件１は棚卸資産の売買取引の場合、前提条件２は金銭の貸借取引の場合） 

 

≪前提条件１：棚卸資産の売買取引の場合≫ （同 左） 

≪移転価格税制上の取扱い≫ （同 左） 

≪解説≫ （同 左） 
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改  正  案 改  正  前 

≪前提条件２：金銭の貸借取引の場合≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法人及び国外関連者の事業概況等） 

…………………………… 

（国外関連取引の概要等） 

Ｐ社は、Ｓ社の製造ライン増設に必要な設備投資資金について、期間 10

年、年利１％（固定金利、単利）、利払いは年１回の条件で、Ｘ国通貨建

てによりＳ社に貸付けを行った。当該貸付けは、全てＰ社の自己資金を原

資としており、Ｐ社がＸ国通貨に換算の上、Ｓ社に送金したものである。 

（法人及び国外関連者の資金調達実績等） 

Ｐ社及びＳ社は金融機関以外の非関連者との間で金銭貸借取引を行ったこと

はない。また、Ｓ社はこれまでに銀行等からの借入れがないが、Ｐ社は、主取

引銀行であるＴ銀行から運転資金を融通する目的で期間１年以内の短期借入れ

のみ行っている。 

 

 

≪前提条件２：金銭の貸借取引の場合≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法人及び国外関連者の事業概況等） 

…………………………… 

（国外関連取引の概要等） 

Ｐ社は、7 年前にＳ社の製造ライン増設に必要な設備投資資金について、Ｐ

社の手持資金を原資として期間 10 年、年利 3％の条件で、Ｘ国通貨建てにより

Ｓ社に貸付けを行った。 

 

（法人及び国外関連者の資金調達実績等） 

Ｐ社及びＳ社とも、金融機関以外の非関連者との間で金銭貸借取引を行った

ことはない。また、Ｓ社はこれまでに銀行等からの借入れがなく、Ｓ社に係る

スプレッド情報を得られる見込みはない。 

一方、Ｐ社は、過去に主取引銀行であるＴ銀行から長期借入れを行ったこと

があり、Ｐ社がＳ社に貸付けを行った条件と同様の条件でＴ銀行から借り入れ

た場合のスプレッド（注１）については、0.7％との回答が同行から得られて
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改  正  案 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法人及び国外関連者の信用リスク等） 

外部信用格付機関が公開している情報によると、Ｐ社の信用格付はＡ、Ｓ社

の信用格付はＢとされている。 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

（比較可能性分析に基づく検討） 

独立企業間価格の算定に当たっては、措置法第 66条の 4第 2項の規定により

最も適切な方法を事案に応じて選定する必要があることから、措置法通達66の

4(2)‐1、同 66 の 4(3)‐1、同 66 の 4(3)‐3、同 66 の 4(8)‐5、事務運営指針

3‐7等に基づく検討を行い、その結果は次のとおりである。 

・ 国外関連取引の内容は、Ｐ社とＳ社との間の金銭の貸借取引であることか

ら、検証対象の当事者として両者のうちどちらを採用しても適切と認められ

る。 

 

 

 

・ 公開データベースより、国外関連取引と同時期にＸ国に所在する信用格付

Ｂの法人が、国外関連取引と同様の条件で借り入れる金銭の貸借取引に係る

情報が複数把握された。これらの金銭の貸借取引の利率の平均は３％であっ

いる。 

また、金融情報提供会社の情報によると、貸付日における期間10年のＸ国通

貨に係る金利スワップのスワップレート（注２）は 5％となっている。 

(注１)スプレッドとは、金融機関等が得るべき利益に相当する金利であり、金

融機関等の事務経費に相当する部分や借手の信用リスクに相当する部分を

含む。 

(注２)金利スワップにおけるスワップレートとは、国際金融市場において示さ

れた、短期金利と交換可能な長期金利の水準を示すものである。 

 

 

 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

（比較可能性分析に基づく検討） 

独立企業間価格の算定に当たっては、措置法第 66条の 4第 2項の規定により

最も適切な方法を事案に応じて選定する必要があることから、措置法通達66の

4(2)‐1、同 66の 4(3)‐1、同 66の 4(3)‐3、事務運営指針 4‐1等に基づく検

討を行い、その結果は次のとおりである。 

・ 国外関連取引の内容は、Ｐ社とＳ社との間の金銭の貸借取引であることか

ら、検証対象の当事者として両者のうちどちらを採用しても適切と認められ

る。 

・ 収集できる範囲の情報からは、独立価格比準法と同等の方法及びＰ社を検

証対象の当事者とする原価基準法と同等の方法を適用する上での比較対象取

引の候補を見いだすことができない。 
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た。 

なお、Ｔ銀行に照会したところ、国外関連取引と同様の条件でＳ社が当該

取引銀行から借り入れた場合に付されるであろう利率及びスプレッド(注)に

関する情報が得られたが、当該利率及びスプレッドは融資の審査・承認を経

て実際の取引において適用されたものではなく見積り上の指標であった。し

たがって、現実の取引に依拠した客観的な指標ではない当該利率及びスプ

レッドを比較対象取引として用いる方法は適切ではない。 

(注) スプレッドとは、一方の者が他方の者の信用リスクを引き受ける場合

に得るべき利益に相当する利率等（金利その他これに類する指標をい

う。）をいい、当該一方の者が当該信用リスクを引き受ける場合の管理費

用その他の費用に相当する部分及び当該信用リスクに相当する部分を含

む。 

（独立企業間価格の算定方法の選定） 

上記の検討結果から、本事例では、Ｓ社と同程度の信用力であるＢの信用格

付を有する法人が借り入れた金銭の貸借取引の利率の平均を基に独立企業間価

格を算定する独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法を最も適切な方法とし

て選定することが妥当と認められる。 

これによると、Ｐ社とＳ社との間の金銭貸借取引に係る独立企業間の利率は

３％となる。 

≪解説≫ 

１ …………………………… 

２ 国外関連取引との比較可能性が同等の比較対象取引が複数ある場合におい

て、それらの取引に係る価格又は利益率等の平均値を用いて基本三法に準ず

る方法（又は基本三法に準ずる方法と同等の方法）により独立企業間価格を

算定することができる（基本三法に準ずる方法については、【事例１】解説

参照。）。 

 

・ Ｓ社が同様の条件で銀行等から借り入れた場合に付されるであろう利率に

関する情報が得られないため、事務運営指針 3‐8(1)に掲げる利率を用いる

方法は適用できない。 

 

 

 

・ Ｐ社には銀行借入れの実績があり、Ｐ社の取引銀行からＰ社に係るスプ

レッド情報が得られることから、これを基に事務運営指針 3‐8(2)に掲げる

利率を用いる方法を適用することができる。 

 

 

（独立企業間価格の算定方法の選定） 

上記の検討結果から、本事例では、事務運営指針 3‐8(2)に掲げる利率を独

立企業間の利率として用いる独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法を最も

適切な方法として選定し、独立企業間価格を算定することが妥当と認められ

る。 

これによると、Ｐ社とＳ社との間の金銭貸借取引に係る独立企業間の利率

は、5.7％となる（スワップレート 5％＋スプレッド 0.7％）。 

≪解説≫ 

１ …………………………… 

２ 国外関連取引と比較可能な非関連者間取引が見いだせない場合であって

も、市場価格等の客観的かつ現実的な指標（例えば、本事例における市場金

利）が入手可能なときは、そのような取引を比較対象取引として基本三法に

準ずる方法（又は基本三法に準ずる方法と同等の方法）により独立企業間価

格を算定することができる（基本三法に準ずる方法については、【事例１】
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改  正  案 改  正  前 

 

３ 取引の当事者に係る信用力の比較可能性を検討する場合には、当該当事者

の信用格付その他の信用状態の評価の結果を表す指標（以下「信用格付等」

という。）を用いることができる（事務運営指針 3‐8(2)）。 

検討の対象となる信用力は原則として借手の信用格付等を用いることにな

るが、例えば、国外関連取引における借手が、企業グループの主力事業と顧

客基盤に密接に関わっており、企業グループの収益の面で大きな位置を占め

ていることによって企業グループにおける重要度において貸手と同程度であ

る等当該借手と貸手の信用力が大きく異ならないと認められるような場合に

は、当該貸手の信用格付等を用いて独立企業間価格を算定することができる

ときがある。 

  また、国外関連取引における借手が、外部信用格付機関の信用格付を得て

いない場合であっても、公開の財務ツール等から当該国外関連取引における

借手と同様の信用力を有する企業に付されるであろう信用格付を算定できる

場合には、当該信用格付を用いて独立企業間価格を算定することができると

きがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説参照。）。 

３ 金銭の貸付け等を業としない法人の金銭貸借取引については、例えば、次

の図に掲げる方法の適用について検討することとなる。 

 

・ 上記の基本三法に準ずる方法と同等の方法（独立価格比準法に準ずる方

法と同等の方法）は、金銭の貸付け等を業としない独立の事業者の間で成

立するであろう利率として想定される市場金利を用いる方法であり、①、

②及び③の順に独立企業原則に即した結果が得られることとなる。 

・ 金銭の貸付けが、手持資金によるものか、借入資金によるものかの違い

による取扱いの差はない。 

・ 同一通貨の同一条件による金融取引である場合には、各金融市場におけ
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４ 国外関連取引の借手及び貸手が非関連者と行う内部の比較対象取引が見い

だせない場合でも公開データベース等から外部の比較対象取引が把握できる

場合がある。また、金銭の貸借取引に係る比較対象取引が把握できない場合

には、当該借手又は貸手と業種、規模及び信用格付等が類似する法人が発行

する社債の利回り等を用いて独立企業間価格を算定することができるときが

ある。 

５ 金銭の貸借取引に係る比較対象取引を現実に行われる取引の中から見いだ

すことが困難な場合で、金融市場における利率その他の現実に行われる取引

に依拠した客観的な指標（以下「市場金利等」という。）で国外関連取引と

通貨、時期、期間、信用力その他の比較可能性に影響を与える要素が同様の

状況にあるものにより比較対象取引を想定することができるときは、当該市

場金利等を用いて想定した取引を比較対象取引とすることができる（事務運

営指針 3‐8(1)）。 

例えば、公開されている銀行間取引金利、金利スワップレート又は国債等

により運用するとした場合に得られるであろう利率その他スプレッドが零

の、又は概ね零に近い市場金利等（リスクフリー利率）にスプレッドを加算

した利率等を用いて想定した取引を比較対象取引として用いる方法が挙げら

れる（事務運営指針 3‐8(4)）。 

なお、非関連者である銀行等に照会して取得した見積り上の利率又はスプ

レッドのように現実に行われる取引に依拠しない指標は、市場金利等には該

当しない（事務運営指針 3‐8(5)）。 

る金利水準は、ほぼ同一と考えられることから、基本的に市場の違いによ

る差異を考慮する必要はない。 
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改  正  案 改  正  前 

≪前提条件３：債務の保証の場合≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法人及び国外関連者の事業概況等） 

日本法人Ｐ社は、製品Ａの製造販売会社である。Ｘ国法人Ｓ社は、製品Ａの

製造販売を行うＰ社の子会社である。Ｐ社はＳ社の製造ライン増設に必要な設

備投資資金のために、非関連者であるＴ銀行との間で、Ｓ社が債務不履行に

陥った場合にＰ社がＳ社の債務を全て履行する契約（債務保証契約）を結び、

Ｓ社はＴ銀行から期間 10 年、年利３％（固定金利、単利）、利払いは年１回の

条件で、Ｘ国通貨建てにより借入れを行っている。また、Ｔ銀行からの借入金

額はＰ社の債務保証がない場合においてもＳ社が単独で借入可能な金額であ

る。 

（国外関連取引の概要等） 

Ｐ社がＳ社の債務の保証を引き受けることにより、Ｓ社はＰ社と同等の信用

力による借入が可能となっている。 

当該債務の保証の引き受けの対価として、Ｐ社はＳ社から期間10年、年１回

の支払い条件で、Ｓ社のＴ銀行からの借入残高に対し保証料率 0.1％を乗じた

（新 設） 
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改  正  案 改  正  前 

金額を保証料として受け取ることとしている。 

（法人及び国外関連者の信用リスク等） 

外部信用格付機関が公開している情報によると、Ｐ社の信用格付は継続的に

Ａ＋であり、Ｓ社の信用格付はＡである。なお、このＳ社の信用格付は、同社

がＰ社のグループに属している事実が考慮されたものであり、この事実がな

かったとした場合のＳ社の単独の信用格付はＢである。 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

（比較可能性分析に基づく検討） 

独立企業間価格の算定に当たっては、措置法第 66条の 4第 2項の規定により

最も適切な方法を事案に応じて選定する必要があることから、措置法通達66の

4(2)‐1、同 66の 4(3)‐1、同 66の 4(3)‐3、事務運営指針 3‐7等に基づく検

討を行い、その結果は次のとおりである。 

・ 国外関連取引の内容は、Ｐ社がＳ社のＴ銀行からの借入に係る債務につい

て保証を引き受け、その引受けの対価として保証料をＳ社から受け取る取引

であることから、検証対象の当事者としてＰ社又はＳ社のうちどちらを採用

しても適切と認められる。 

・ 公開データベースより、国外関連取引と同時期にＸ国に所在する信用格付

Ｂの法人が金融機関と行う借入期間10年、利払い年１回及びＸ国通貨建ての

条件による金銭の貸借取引に係る利率は６％であり、信用格付Ａの法人が同

様の状況の下で借入れた場合に付される利率は４％であることが確認でき

る。また、Ｓ社がＴ銀行に支払う利率は、Ｐ社の信用格付と同等のＡ＋の信

用格付を有する法人がＳ社と同様の状況の下で借入れた場合に付される利率

３％であることが確認できることから、Ｐ社による保証の引受けによりＳ社

のＴ銀行からの借入に係る条件が改善されていることも判明している。 

・ 公開財務ツールより、Ｐ社が保証の対象であるＳ社の債務の不履行が生ず

る場合に負担するべき損失の額（デフォルト確率を勘案した期待損失の額）
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改  正  案 改  正  前 

の当該債務の額に対する割合（以下「Ｓ社の期待損失率」という。）を計算

したところ、0.5％であった。 

（独立企業間価格の算定方法の選定） 

上記の検討結果から、本事例では、Ｐ社が引き受けた債務の保証を背景とし

たＳ社の信用力の改善の事実を踏まえて、当該信用力の改善がある場合とない

とした場合の借入に係る利率の差をもって比較対象取引を想定するに当たって

勘案する事項とすることができることから、Ｘ国に所在するＡ＋の信用格付を

有する法人がＳ社と同様の状況の下で借り入れた場合に付される利率３％とＸ

国に所在する信用格付がＡである法人が同様の状況の下で借り入れた場合に付

される利率４％を基にこれらの利率の差（いわゆる信用力に応じたスプレッド

の差）及びＳ社の期待損失率 0.5％を勘案して想定した取引を比較対象取引と

して用いて独立企業間価格を算定する独立価格比準法に準ずる方法と同等の方

法を最も適切な方法として選定することが妥当と認められる。 

これによると、Ｐ社とＳ社との間の金銭の貸借取引に係る独立企業間の保証

料率は 0.75％（上記スプレッドの差１％及び期待損失率 0.5％の平均値）とな

る。 

≪解説≫ 

１ 独立企業間価格の算定方法の選定及び比較可能性分析を行う場合に留意す

べき点等については、【事例１】解説参照。 

２ 法人と国外関連者との間で行われた債務保証等について調査を行う場合に

は、当該債務保証等の対象である債務の性質及び範囲並びに当該債務保証等

が当該法人又は当該国外関連者に与える影響に配意することとされている

（事務運営指針 3‐7(2)）。 

本事例では、債務の保証を行った法人が、主たる債務者である国外関連者

がその債務を履行しない場合に国外関連者に代わってその履行をする法的な

責任を負うことを銀行との債務保証契約により明示している。また、法人が
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改  正  案 改  正  前 

国外関連者の債務の保証を引き受けていることにより国外関連者の信用力が

増し、国外関連者が借入先である銀行に対して支払う利息の利率が、当該保

証がなかったとした場合よりも低くなっているなど、当該債務の保証によ

り、法人又は国外関連者に影響が生じていることが認められ、当該債務の保

証の対価について移転価格税制上の問題の有無を検討する必要がある。 

３ また、国外関連者が法人のグループに属していることにより、国外関連者

が単独で借り入れる場合よりも低利で借り入れることが可能となっているこ

とも明らかになっている。このような便益については法人及び国外関連者の

受動的な関係のみから得られた付随的な便益に起因するものであり、法人又

は国外関連者において機能の遂行を伴わない限り対価が発生するものではな

いため、法人及び国外関連者の間で配分を行う必要はない（事務運営指針

3‐8(2)(注)1）。 

本事例において国外関連者の信用力の比較可能性を判断する場合には、国

外関連者が企業グループに属していないとした場合の単独の信用格付（信用

格付Ｂ）を基に判断するのではなく、上記の付随的便益を加味した結果引き

上げられた高い信用格付（信用格付Ａ）を基に判断することとなる（事務運

営指針 3‐8(2)(注)2）。 

４ 本事例は、債務の保証に係る取引の比較対象取引を現実に行われる取引の

中から見いだすことが困難な場合の事例であるが、当該債務の保証に係る取

引と比較可能性に影響を与える要素が同様の状況にある金銭の貸借取引の利

率で当該債務の保証が行われないとした場合と行われた場合のそれぞれの場

合の信用力に応じた利率の差及び債務保証等の対象である債務の不履行が生

ずる場合に当該債務保証等を行った者が負担するべき損失の額の当該債務の

額に対する割合（いわゆるデフォルト確率にデフォルトが生じた場合の損失

率を乗じた値：期待損失率）を勘案して、これらの値の平均値を用いる方法

により、当該債務の保証に係る取引の比較対象取引を想定することができる
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改  正  案 改  正  前 

ため、当該方法を最も適切な方法として選定している。 

債務保証等に係る比較対象取引を想定するに当たって勘案する事項とし

て、上記の方法のほか、一方の者が金銭を支払い、これに対してあらかじめ

定めた第三者の信用状態に係る事由が生じた場合に、他方の者が金銭を支払

うことを約するデリバティブ取引に係るスプレッド（いわゆるクレジット・

デフォルト・スワップに係るスプレッド）もあるため、個々の国外関連取引

について情報の入手可能性を勘案し、合理的に算定することに留意する（事

務運営指針 3‐8(6)）。 

５ 債務の保証を含め、信用を補完する行為には様々な種類が存在する。債務

者にとってどのような経済的又は商業的価値を有しているのか、信用補完を

与える者と信用補完を受ける債務者それぞれにおいて生ずる影響を的確に把

握して移転価格上の問題の有無を検討する必要がある。必要に応じて事務運

営指針 3‐10 及び 3‐11 の取扱いも踏まえて検討を行うことに留意する（事

務運営指針 3‐7(3)）。 
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改  正  案 改  正  前 

【事例７】（寄与度利益分割法を用いる場合） 

≪ポイント≫（省 略） 

≪前提条件１≫（省 略） 

≪前提条件２≫（省 略） 

≪前提条件３≫（省 略） 

≪前提条件４：キャッシュ・プーリング≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法人及び国外関連者の事業概況等） 

日本法人Ｐ社は、製品Ａの製造販売会社である。Ｘ国法人ＸＳ社は、Ｐ社グ

ループ内の資金管理を行うＰ社の子会社であり、Ｙ国法人ＹＳ社は、製品Ａの

製造販売を行うＰ社の子会社である。Ｐ社グループは資金管理の効率化を目的

として、ＸＳ社をプール・リーダーとする資金プーリング契約をＰ社、ＸＳ社

及びＹＳ社で締結した。 

【事例７】（寄与度利益分割法を用いる場合） 

≪ポイント≫（同 左） 

≪前提条件１≫（同 左） 

≪前提条件２≫（同 左） 

≪前提条件３≫（同 左） 

（新 設） 
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改  正  案 改  正  前 

（グループ内資金プーリング契約について） 

ＸＳ社はプール・リーダーとして非関連者であるＴ銀行との間でグループ内

資金プーリング契約を締結することによりＸＳ社統括口座、Ｐ社、ＸＳ社及び

ＹＳ社それぞれのサブ口座を開設した。 

Ｐ社、ＸＳ社及びＹＳ社のサブ口座について、残高がプラスの場合には資金

がＸＳ社統括口座に集められ、残高がマイナスの場合にはＸＳ社統括口座から

資金の送金を受ける。このように、各サブ口座とＸＳ社統括口座との間の資金

移動を行うことを通じて、各サブ口座の残高が定期的にゼロとなるように調整

することとされている。ＸＳ社統括口座に集中した資金はサブ口座を通じてＰ

社、ＸＳ社及びＹＳ社において入出金が可能である。 

Ｔ銀行は上記グループ内資金プーリング契約に基づき口座管理を行ってお

り、リアルタイムで資金移動の状況をＸＳ社に対し通知している。また、Ｔ銀

行はＸＳ社統括口座にプールされた残高に応じて、預金利息（年利 1.0％）を

ＸＳ社に対し支払っているが、ＸＳ社は当該利息をＰ社及びＹＳ社に配分して

いない。 

ＸＳ社は、Ｔ銀行からの通知を受けて、資金移動のたびにグループ内で生じ

る資金の貸借を記帳する等の役務提供を行っている。ＸＳ社は、この役務提供

の対価として、当該預金利息の中から取引単位営業利益法に準ずる方法と同等

の方法により当該役務提供の総原価に５％のマークアップを加算して算定した

金額の配分を受けている。 

（グループ内資金プーリング契約の効果） 

上記グループ内資金プーリング契約により、Ｐ社、ＸＳ社及びＹＳ社がそれ

ぞれの取引銀行に預金する場合よりも良い条件で、Ｔ銀行から預金利息を受領

している（各社ともそれぞれの銀行に預金する場合の利息は年利 0.5％）。 

≪移転価格税制上の取扱い≫ 

（比較可能性分析に基づく検討） 
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改  正  案 改  正  前 

独立企業間価格の算定に当たっては、措置法第 66条の 4第 2項の規定により

最も適切な方法を事案に応じて選定する必要があることから、措置法通達66の

4(2)‐1、同 66の 4(3)‐1、同 66の 4(3)‐3、事務運営指針 3‐7等に基づく検

討を行い、その結果は次のとおりである。 

・ Ｐ社、ＸＳ社及びＹＳ社が結んだグループ内資金プーリング契約は、グ

ループ全体での資金管理の効率化を目的として３社で締結したものであり、

３社が契約に従って意図的に協調行動を行ったことにより、銀行から受け取

る預金利息が増加していることから、相互作用による共通便益が生じている

ものと認められる。 

・ ＸＳ社の行う記帳等の役務提供の対価については、独立企業間価格と認め

られる。 

・ 本事例における預金利息の増加のようなキャッシュ・プーリング契約に係

る取引を行うことにより得られる利益を非関連者との間で配分するような

ケースはなく、国外関連取引の当事者のいずれか一方のみを検証対象とする

ことは適切ではないと認められる。 

・ また、現実に、収集できる範囲の情報からは、独立価格比準法と同等の方

法、再販売価格基準法と同等の方法、原価基準法と同等の方法及び取引単位

営業利益法と同等の方法を適用する上での比較対象取引の候補を見いだすこ

とができない。また、ディスカウント・キャッシュ・フロー法と同等の方法

を適用する上で、独立企業間価格を算定するための前提となる事項について

検証可能で合理的な情報を入手することができない。 

・ 本事例の国外関連取引において、比較利益分割法と同等の方法を適用する

上での比較対象取引の候補を見いだすことができない。 

（独立企業間価格の算定方法の選定） 

本事例においては、グループ内資金プーリング契約に基づきＰ社、ＸＳ社及

びＹＳ社間で行われる資金移動により残高が集中したＸＳ社統括口座に対し、
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Ｔ銀行から支払われた預金利息のうちＸＳ社の行う記帳等の役務提供の対価に

相当する部分を除いた金額を、資金移動が行われる前のＰ社、ＸＳ社及びＹＳ

社の口座残高に応じて配分する寄与度利益分割法と同等の方法又は残余利益分

割法に準ずる方法と同等の方法を最も適切な算定方法として選定し、独立企業

間価格を算定することが妥当と認められる。 

≪解説≫ 

１ 独立企業間価格の算定方法の選定及び比較可能性分析を行う場合に留意す

べき点等については、【事例１】解説参照。 

２ 基本三法に準ずる方法（基本三法に準ずる方法と同等の方法を含む。）に

関しては、【事例１】解説参照。 

３ キャッシュ・プーリング契約に係る取引について調査を行う場合、資金移

動される残高に関する事実及び状況に限らず、より広くプーリング契約全体

の条件も考慮することに留意する。本事例の記帳等の役務提供のように金融

取引に関連して行われる財務上の活動の取扱いについては、【事例２６】解

説参照（事務運営指針 3‐7(3)）。 

４ キャッシュ・プーリング契約に係る取引については、通常、法人及び国外

関連者の意図的な協調的行動を通して生み出されるグループシナジーの結

果、貯蓄増加と資金の効率性の向上等の効果が生じる。調査においては個々

の事案において意図的な協調的行動の結果としてどのような効果が生じてい

るかを検討し、当該効果の性質、利益又は損害を受ける金額及び当該利益又

は損失の配分方法を検討する必要がある（事務運営指針 3‐8(7)）。 

 


